
ＦＡＸ：0570-096-810
アークシステムテクノロジーズ株式会社　行

SpeedPay
※賃料等と併せて賃貸借契約の更新料、もしくは短期解約違約金のお振替をご希望の場合は、
　賃貸借契約書の写しと併せてご提出下さい。毎月5日締め、当月の27日にお振替いたします。

取扱承認番号
届出日　西暦　　　　　年　　　月　　　日

対象物件・号室

賃借人名

貴社名

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　

ご担当者名

【保証会社使用欄】
上記のお届けを受付致しました。　　　　月分賃料は、振替結果判明後のご送金となります。

西暦　　　　　　　　　　　　　　　　担当

　　　　年　　　月　　　日 アークシステムテクノロジーズ株式会社

更新料
短期解約違約金

＜口座引落できた場合＞

　　　　　月　　　　　日に　賃料と更新料もしくは短期解約違約金をご送金いたします。

＜引落不能の場合＞

請求金額　　　　　　　円

賃貸借契約更新料　期間満了日

短期解約違約金　　明渡完了日

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

※該当項目の日付をご記入下さい

　　　　　月　　　　　日に　賃料のみご送金いたします。

更新料または短期解約違約金の代位弁済日は、上記の表にてご確認ください。

※更新料保証（原契約に規定がある場合に限ります）
　本書による届出日が期間満了日から下記に記載する日数が経過した場合、保証金に免責が生じます。

期間満了日から一ヶ月以内
免責なし

代位弁済の時期

期間満了日の翌々月末
期間満了日から一ヶ月以上

100％免責

明渡完了日から一ヶ月以内
免責なし

代位弁済の時期

明渡完了日の翌々月末
明渡完了日から一ヶ月以上

100％免責
※1）振替日（27日）の5営業日後に振替結果が判明いたします。
　なお、振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日にお振替となります。

※1

※短期解約違約金保証（原契約に規定がある場合に限ります）
　本書による届出日が、明渡完了日から下記に記載する日数が経過した場合、保証金に免責が生じます。
　原契約が1年未満で契約解除に至った居住用物件が対象となります。賃料不払いにより契約解除をした場合、及び明渡裁判に
　よる解除は保証いたしかねます。

【免責事項】

届出書


